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〔要　　　旨〕

１　2004年３月に懸案であったメキシコとの自由貿易協定（Free Trade Agreement：以下
ＦＴＡ）交渉が実質的に合意に達した。豚肉を中心とする農畜産物が合意の障害物とみられ，
「農業悪玉論」が台頭していただけに，交渉妥結によって農業部門への批判を回避できた。
今後も東南アジアを中心にＦＴＡ交渉が控えているだけに，引き続き今回のような困難な

交渉が予想されるが，問題となるのはその評価である。ＦＴＡが急激に増えた要因は直接的
にはＷＴＯ交渉の行き詰まりで，ＦＴＡ推進は交渉上の戦略のひとつであるとも考えられる。
したがって，ＷＴＯ体制におけるＦＴＡの許容範囲やその位置付けを十分に検討することな
く，現実の協定締結だけが進行している。

２　ＦＴＡの歴史が浅いため，検討の対象となる協定は限定されているが，その中でも参考に
なるのが，89年の米加自由貿易協定およびその後継で94年に発効した北米自由貿易協定
(North American Free Trade Agreement：以下ＮＡＦＴＡ)である。
たしかに，ＮＡＦＴＡ発効からの10年間をみると，アメリカ，カナダ，メキシコ間の貿易

は拡大し，各国の農畜産物貿易全体に占める比率も高くなっている。それだけ域内の貿易
関係が緊密化していることを示している。
しかしながら，その構造は，カナダからアメリカ，メキシコと一方的に流れるという構

造となっている。ＮＡＦＴＡ本来の目的である関税の撤廃が進んだ品目で，近年貿易の増加
が著しい牛肉と豚肉の取引においては，最後に日本（牛肉では韓国も含む）という輸出市場
が存在してはじめて完結する図式となっている。ただし，カナダとアメリカのBSE発生を
受けてこのような状況は大きく変化するものと予想されるだけに，今後の状況変化に注目
する必要がある。牛や豚の生体での取引についても同様である。

３　他方，各国間の協定には様々な例外品目が盛り込まれ，関税撤廃の対象外とされている。
特に，日本の米に相当する基幹品目といえる乳製品に関しては，カナダもアメリカもその
手厚い国内保護を守るために，乳製品を例外品目としている。
このような品目間の相違は，各国がその自然的かつ歴史的条件の枠内で独自の農業政策

を展開しているからで，協定国間で急に関税を撤廃することは非常に困難であることを示
している。それだけに，対アメリカ交渉において例外品目を設けなかったメキシコにおい
て，協定の内容を見直す動きが出ていることは注目される。

ＮＡＦＴＡと北米地域における
畜産物貿易の構造変化
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2004年３月に懸案であったメキシコとの

自由貿易協定（Free Trade Agreement：以

下ＦＴＡ）交渉が実質的に合意に達した。

豚肉を中心とする農畜産物が合意の障害物

とみられ，「農業悪玉論」が台頭しつつあ

っただけに，交渉妥結によって農業部門へ

の批判を回避することができた。

今後も東南アジアを中心にＦＴＡ交渉が

控えているだけに，引き続き今回のような

困難な交渉が予想されるが，問題となるの

はその評価である。ＦＴＡが急激に増えた

要因は直接的にはＷＴＯ交渉の行き詰まり

で，ＦＴＡ推進は交渉上の戦略のひとつで

あるとも考えられる。したがって，ＷＴＯ

体制におけるＦＴＡの許容範囲やその位置

付けを十分に検討することなく，現実の協

定締結だけが進行している。

ＦＴＡの歴史が浅いため，検討の対象と

なる協定は限定されているが，その中でも

参考になるのが，1989年の米加自由貿易協

定およびその後継で94年に発効した北米自

由貿易協定（North American Free Trade

Agreement：以下ＮＡＦＴＡ）である。そこで，

本稿では畜産物を対象に，ＮＡＦＴＡ締結国

であるアメリカ，カナダ，メキシコ間の農

畜産物貿易の現状，構造的特徴に関してア

メリカを中心に据えて整理する。包括的な

評価まで分析を進めることは現時点では困

難であるため，農畜産物貿易をめぐる問題

点や紛争を整理して，ＦＴＡの抱える課題

を示すことを目的としたい。

なお，カナダとアメリカにおいてＢＳＥ

が発生し，生体の牛および牛肉の取引に甚

大な影響が出ているが，データの制約など

から本稿の対象はＢＳＥ発生以前に限定す

る。

（１） アメリカを中心とした農畜産物

貿易の特徴

まず，アメリカの農畜産物貿易をみてみ

よう。まず，近年の特徴として高付加価値

品目の増加があげられる。96年をピークと

する穀物価格の上昇によって一時的に穀物

などのバルク輸出が増えたが，90年以降は
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高付加価値製品がバルク製品を追い越し，

高付加価値製品が輸出の主力を担いつつあ

る（第
（注１）

１図）。その中でも重要なのが食肉

製品である。アメリカ農務省（U . S .

Department of Agriculture：以下ＵＳＤＡ）の

経済調査局（Economic Research Service：

以下ＥＲＳ）のデータによると，90年代前半

（90～96年）と後半（97～00年）の食肉製品

の平均輸出額は86億ドルから109億ドルへ

大幅に増加しているのに対して，穀物が同

時期に120億ドルから99億ドルまで減少す

るなど，バルク輸出は軒並み減少して

いる。
（注２）

貿易相手地域別にみると，近年のアメリ

カの農産物貿易で顕著なのが，カナダ，メ

キシコとの域内貿易の拡大である（第１

表）。同じＵＳＤＡのデータから，90年代前

半と後半の相手地域（国）別平均輸出額を

みると，日本とＥＵが横ばいなのに対して，

カナダとメキシコ向け輸出の伸びが著し

い。これは輸入についても同様で，カナダ

とメキシコからの輸入が急増している。特

にカナダからの輸入額はＥＵを上回る規模

にまで達しており，域内貿易比率の増加が

著しい。

カナダのアメリカ依存はさらに急激であ

る。たとえば，農産物・食品輸出に占める

アメリカ向け比率は，米加自由貿易協定直

前の88年には29％であったが，02年には

67％まで増えている。逆に，日本やＥＵの

シェアは，それぞれ14％から9.2％，９％

から4.8％に減少している。また，メキシ

コのシェアも02年時点で３％と少なく，カ

ナダはアメリカ市場への依存を急激に強め

ている。
（注３）

品目別にみると，アメリカのカナ

ダからの輸入の中で増加が著しいのが食肉

製品で，カナダの主要農産物輸出品目であ

る小麦と比べると，その差は歴

然としている（第２図）。

次に高付加価値製品の代表で

ある畜産物の貿易についてみて

みよう。まず，牛肉貿易である

が，アメリカの牛肉貿易は，90

年代は輸出超過であったが，97

年ごろから輸入が急激に増え，

01年には輸入額が輸出額を超え
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資料　USDAのERSのデータ�
　　 （http://www.ers.usda.gov/Briefing/AgTrade/usagriculturaltrade.htm）�

第1表　アメリカの農畜産物の相手国（地域）別輸出入額�

９０～９６年�

日本�
EU�
カナダ�
メキシコ�
韓国�
台湾�
中国�
香港�
エジプト�
ロシア�

９．３�
７．６�
５．１�
３．７�
２．６�
２．２�
１．１�
１．０�
０．９�
１．０�

９７～００�

９．６�
７．７�
７．０�
５．８�
２．７�
２．２�
１．４�
１．４�
１．０�
０．９�

（単位　１０億ドル）�

９０～９６�

カナダ�
EU�
メキシコ�
ブラジル�
インドネシア�
コロンビア�
オーストラリア�
ニュージーランド�
チリ�
コスタリカ�

４．６�
５．３�
２．９�
１．３�
１．０�
０．９�
１．０�
０．８�
０．５�
０．５�

９７～００�

７．９�
７．５�
４．６�
１．４�
１．３�
１．３�
１．２�
０．９�
０．９�
０．８�

（単位　１０億ドル）�〈輸出〉� 〈輸入〉�

資料　USDA ERSの資料より作成�
（注）　バルクには,小麦,米,飼料作物,油糧種子,綿花,タバコ

が含まれる。�

４００�
３５０�
３００�
２５０�
２００�
１５０�
１００�
５０�
０�

（億ドル）�

７６�
年�
７８�８０�８２�８４�８６�８８�９０�９２�９４�９６�９８�００�０２�

第1図　アメリカのバルク製品と高付加価値�
製品輸出額の推移　　　　�

高付加価値�

バルク�
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赤字に転換している。赤字になった最大の

要因は対カナダ貿易の赤字である。対カナ

ダ貿易は96年に赤字に転落すると，その後

急激に赤字額を拡大していった（第３図）。

逆にメキシコに対しては，同時期に輸出増

加によって黒字額が拡大したが，対カナダ

貿易の赤字額を埋めるほどではない。

02年のアメリカの牛肉輸出総額

に占める国別シェアをみると，日

本（33％）と韓国（24％），メキシ

コ（23％）だけで約80％を占めて

いる。このように少数の国に集中

する傾向は輸入についても当ては

まる。やはり02年の輸入総額のう

ち，カナダ（41％）とオーストラ

リア（32％），ニュージーランド

（17％）の３国だけで90％に達している。

次に豚肉についてみてみよう。豚肉貿易

は，輸入が輸出を超過する赤字状態がしば

らく続いたが，牛肉とは対照的に輸出が急

激に拡大した。95年に黒字を記録するとそ

の後も順調に伸びて，02年には13億ドルに

まで達している。ただし，輸入額も輸出額

と同じように拡大しているために，黒字額

は３億ドル程度で推移している。

輸出相手国別にみると対日輸出が最も大

きい（第４図）。ただし，96年に74％にま

で拡大すると，その後はやや減少に転じ，

60％前後で推移している。対照的にシェア

を伸ばしているのがカナダやメキシコであ

る。特にカナダのシェアは96年ごろの６％

前後から増えつづけ，02年には12％に達し

ている。対メキシコ輸出も97年から拡大に

転じ現在では13％近くを占めている。

輸入相手国別にみると，最大の輸入相手

国はカナダで02年時点の輸入総額の約74％

と圧倒的なシェアを占めている。したがっ

て，カナダ向け輸出が増えているとはいえ，

対カナダ貿易はアメリカにとっては大幅赤

字である。なお，メキシコからの輸入額は

資料　USDAの貿易データベース（Fatus）より作成�

２０�
１８�
１６�
１４�
１２�
１０�
８�
６�
４�
２�
０�

（億ドル）�

８９�
年�
９０�９１�９２�９３�９４�９５�９６�９７�９８�９９�００�０１�０２�

第2図　アメリカのカナダからの小麦と畜産物の�
輸入額の推移  　　　　　　　�

牛および牛肉�

豚および豚肉�
小麦�

資料　第２図に同じ�

１００�

８０�

６０�

４０�

２０�

０�

（％）�

８９�
年�

第4図　アメリカの豚肉の輸出相手国別シェアの推移�

カナダ�
その他�

メキシコ�

日本�

９０�９１�９２�９３�９４�９５�９６�９７�９８�９９�００�０１�０２�

資料　第２図と同じ�

３０�

２０�

１０�

０�

△１�

△２�

△３�

（億ドル）�

８９�
年�

第3図　アメリカの牛肉貿易の相手国別収支�

収支�

韓国�

オーストラリア�

メキシコ�

カナダ�
ブラジル�

ニュージーランド�

日本�

９０�９１�９２�９３�９４�９５�９６�９７�９８�９９�００�０１�０２�

アルゼンチン�



近年急増しているが，そのシェアは無視し

うるほど小さい。

（注１）アメリカの農畜産貿易における高付加価値
製品の役割については藤本（2003）を参照。

（注２）ＵＳＤＡ ＥＲＳのホームページ
（http://ers.usda.gov/briefing/agtrade/
usagriculturaltrade.htm）

（注３）松原（2004），32頁。

（２） 北米における域内貿易の構造

このような分析結果からだけでも，次の

ような特徴が明らかとなる。まず，牛肉に

しても豚肉にしても，北米地域内の取引は

ほぼ北から南への一方通行である。第5-1，

5-2図はアメリカのカナダとメキシコとの

牛肉取引を示したものである。これによる

と，ＮＡＦＴＡが発効した94年直後から対カ

ナダ貿易では輸入が急増している。また，

対メキシコ貿易では輸出が94年12月に発生

した通貨危機の影響を受けて減少したもの

の，その後急激に増加している。逆に，メ

キシコからの輸入は文字通り無視できるほ

ど小さいし，カナダ向け輸出額にしても輸

入額の25％程度にすぎない。このような傾

向は豚肉でも同じで，対メキシコ貿易では

アメリカの一方的な黒字が，対カナダ貿易
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ではアメリカの大幅な赤字となっている。

また，近年の畜産物貿易の中で特に注目

されるのが，生体での家畜の輸入増加であ

る。特に著しいのが豚の生体取引で，アメ

リカは完全な輸入超過である。95年に前年

の90万頭からいきなり170万頭に急増する

と，その後も加速度的に増えつづけ，02年

には574万頭にまで拡大している。これに

対して輸出頭数は02年でわずか12万頭であ

る。輸入される豚のほぼ100％がカナダか

らの輸入なのに対して，輸出については，

ＥＲＳのレポートによ
（注４）

ると99年から01年ま

での３年間の平均頭数をみるとメキシコが

78％を占め，カナダはわずか３％である。

つまり，カナダから大量の豚が一方的に流

入しているのである。

牛の生体取引においてもアメリカは完全

に輸入超過国である。02年をみると，輸入

頭数が250万頭なのに対して，輸出頭数は

わずか13万頭にすぎない。輸入相手国をみ

ると，やはりカナダが最大で02年に170万

頭（67％）を輸入している。豚と異なりメ

キシコからの輸入も多く，残り80万頭強を

メキシコから輸入している。

資料　第２図と同じ�

第5-1図　アメリカの対カナダ牛肉貿易の推移�

１５�

１０�

５�

０�

△５�

△１０�

（億ドル）�

８９�
年�

収支� 輸入�

輸出�

９０�９１�９２�９３�９４�９５�９６�９７�９８�９９�００�０１�０２�

第5-2図　アメリカの対メキシコ牛肉貿易の推移�

８�
７�
６�
５�
４�
３�
２�
１�
０�

（億ドル）�

８９�
年�

収支� 輸出�

９０�９１�９２�９３�９４�９５�９６�９７�９８�９９�００�０１�０２�

輸入�



それでもアメリカの畜産貿易がバランス

を取ることができるのは，日本市場という

巨大な輸出市場があるからである。豚肉が

95年から黒字に転換したのは，対日貿易の

黒字額がカナダやデンマークとの間の赤字

額を相殺できる規模に拡大したためである

（第６図）。これはメキシコにとっても同じ

で，同国の豚肉輸出の大半は日本向けであ

る。たとえば，00年のメキシコの豚肉輸出

量４万2,000トン（冷凍と冷蔵の両方を含む）

のうち対日輸出量は約４万トンで，輸出全

体の95％を占めている。
（注５）

これは牛肉の場合も同じである。牛肉の

場合は主要貿易相手国に輸出では韓国が，

輸入ではオーストラリアやニュージーラン

ドが加わるが，基本的には豚肉と同じ貿易

構造を有しており，対カナダやオーストラ

リア，ニュージーランド貿易の赤字を日本

と韓国，あるいはメキシコへの輸出によっ

て補完するという図式となっている（第６

図）。

このような貿易構造に変化の背景には，

カナダドル安などマクロ要因のほかに，国

境を越えた積極的な企業の投資がある。た

とえば，カナダ最大の肉牛産地であるアル

バータ州におけるアメリカ系大手パッカー

の進出がある。
（注６）

カナダにおける肥育

牛の飼養頭数において，同州のシェ

アは80年から93年の間に34％から

43％に，牛（子牛を含む）の解体処

理ではやはり同時に37％から47％に

増えている。また，カナダの輸出向

け牛肉のおよそ70％がアルバータ州

の食肉工場で解体・処理されてお

り，同州はまさにカナダの牛肉産業

の中心地といえる。

カーギル社は，米加自由貿易協定

が発効した89年にカナダ・アルバー

タ州に日産1,600頭の処理能力を有

するハイリバー工場を開設して一躍

カナダの牛肉処理業界のトップにな

った。その後，世界最大の牛肉処理

業者であったＩＢＰ社（後にタイソン

フーズ社に買収される）も買収によ

って進出した。したがって，先述し

たカナダからアメリカへの牛肉輸出
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資料　第２図と同じ�
（注）　図中の数値は,上からアメリカからの輸出,アメリカ

への輸入,収支,なお,「－」は０．１億ドル未満。�
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の増加はこのようなアメリカ系パッカーが

担っているといえる。なお，カーギル社は，

87年にアルバータ州の飼料製造会社を買収

しており，肉牛肥育において多角的に事業

展開を行っている点にも注目する必要があ

る。

メキシコの豚肉輸出にもアメリカ系パッ

カーがかかわっている。先述したように，

豚肉輸出では，メキシコは北米地域内貿易

での赤字を部分的にではあるが対日輸出で

カバーしている構図になっている。特に，

豚肉は農畜産物の対日輸出全体のほぼ半分

を占める主要品目である。
（注７）

ただし，現在豚コレラの関係で日本に輸

出できるのは３州に限定されている。その

中で日本への輸出の大半を担っているのが

ソノラ州である。同州の対日輸出に従事し

ている約10の企業の中で大手といえる企業

にNORSON社がある。同社は，72年に養

豚農家の任意組合として発足したが，その

後アメリカの大手パッカーであるスミスフ

ィールド社の出資を受けて，合弁となって

いる。養豚から豚肉加工製品製造まで一貫

して行う垂直型企業で，加工される豚はす

べて自社農場産であるという。
（注８）

このように

ＮＡＦＴＡは，単に市場アクセスを拡大させ

るだけではなく，投資環境の整備という重

要な役割も果たしている。

（注４）ＥＲＳのホームページのデータより。
（http://www.ers.usda.gov/Briefing/Hogs/
trade.htm）

（注５）渡辺・樋口（2001）を参照。
（注６）ブルースター・ニーン（中野一新監訳）
（1997），167～169頁。

（注７）Food & Agriculture，JETRO，2002年
10月28日（2410号），６頁。

（注８）（注７）に同じ

（１） 自由貿易協定の目的と内容

ＮＡＦＴＡは，94年に発効したが，農業分

野に関しては89年に発効した米加自由貿易

協定にアメリカ・メキシコ間およびカナ

ダ・メキシコ間の２つの新たな農産物貿易

協定が追加された形式となっている。アメ

リカ，カナダ，メキシコは，それぞれに農

産物の価格や所得を支持する国内政策を有

し，このような政策を遂行するために様々

な貿易の制限措置をとっているため，共通

の政策を打ち出すことは政治的に困難な課

題である。

農畜産物の市場アクセスに関しては，輸

入数量制限，その他の制限的措置（たとえ

ばメキシコの輸入ライセンス）などの非関税

障壁を関税割当に置き換えたうえで，既存

の関税と合わせて，即時，５年目，10年目，

15年目というスケジュールで関税を完全に

撤廃する。なお，アメリカとカナダについ

ては，89年に発効した米加自由貿易の合意

内容を継続し，同協定に盛り込まれた３段

階のスケジュール（即時，５年目，10年目）

に基づいてすでに関税撤廃は実施され，10

年目の98年に完了している。

ただし，関税撤廃の例外が認められてい

る。これが関税撤廃の対象外となる例外品
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目で，例外品目に含まれる品目については

関税が残ることになる（第２表）。ただし，

メキシコは対アメリカとの協定の中で例外

品目を設けていないので，メキシコの全品

目の関税が事前に設定したＮＡＦＴＡのスケ

ジュールにしたがって撤廃されることにな

った。それ以外のアメリカ・カナダ，カナ

ダ・メキシコ，各二国間協定やアメリカの

対メキシコの政策には例外品目が含まれる

ことになるが，例外品目で共通しているの

が乳製品である。これはＮＡＦＴＡ諸国にと

って酪農がきわめて重要な分野であること

を示している。
（注９）

このように，輸入障壁の撤廃を原則に掲

げながら，すべての農産物の関税が撤廃さ

れたわけではなく，重要な品目については

例外扱いにして対象から除外している。む

しろ，このような例外措置は政治的に微妙

な問題を棚上げして，協定締結を促進する

手法として定着している。なお，一部農畜

産物については，当該農畜産物の関税が撤

廃されるまで，輸入急増が発生した場合に

は特別セーフガードを発動することができ

る。
（注10）

協定の解釈や運用に係る紛争は，協定の

手続き，ＷＴＯの手続きのいずれかを選択

することができる。どちらかの手続きが開

始された場合，他方の手続きへの変更はで

きない。紛争が発生した場合，まず当事国

同士が合意すべく協議を行う。これには，

政府間協議と民間団体間の協議の２種類が

ある。もし，合意に至らない場合は，３か

国の閣僚級で構成される「自由貿易委員会」

（Free Trade Commission）があっせん，調

整，調停などによる紛争解決を図る。同委

員会によっても解決されない時は，当事国

の要請に基づいて法律家５名で構成される

パネルが設置される。裁定は強制力を持ち，

パネルの裁定の不履行に対しては制裁措置

を取ることができる。

なお，その後カナダは南米のチリとの間

にも自由貿易協定を締結し，アメリカも03

年12月に中米諸国（エルサルバトル，グア

テマラ，ホンジュラス，ニカラグア）と自由

貿易協定に合意するなど，南北アメリカ全

体に自由貿易協定が拡大している。
（注11）

（注９）酪農は基幹品目であるだけに，各国の激し
い駆け引きが繰り返されている。鈴木（2003）
によると，アメリカはウルグアイ・ラウンド交
渉では競争力のあるオーストラリアとニュージ
ーランドからの輸入を阻止するために輸入数量
制限を死守する一方で，ＮＡＦＴＡではアメリカ
の酪農の競争力が最も強いため，輸入数量制限
の撤廃とゼロ関税という全く正反対の主張をし
ていたという。

（注10）特別セーフガードの対象となる品目につい
ては，協定の第７章のAnnex703.3に記載されて
いる。アメリカとカナダについては野菜や果物
中心で，畜産物についてはメキシコにのみ認め
られている（生体の豚や豚肉など）。

（注11）Food ＆ Agriculture，JETRO，2003年
12月29日，４～５頁。

資料　JETRO（２００３）�

第2表　NAFTAにおける例外品目�

例外品目�

カ
ナ
ダ
間�

ア
メ
リ
カ
・�

アメリカ側�

カナダ側�

カナダ・メキシコ間�

アメリカ・メキシコ間�

�

乳製品,ピーナッツ,ピーナッツ

バター,砂糖,砂糖含有品,綿花�
乳製品,家きん肉,卵,マーガリン�

乳製品,家きん肉,卵および卵製
品,砂糖,砂糖含有品�

なし�



（２） 各国間協定の内容

周知のことであるが，農畜産物分野の二

国間協定における例外品目の設定は，協定

ごとに大きく異なっている（第３表）。最

もオープンなのはメキシコの対アメリカ政

策である。メキシコ政府は，すべての関税

や輸入割当，輸入ライセンス制度を，遅く

とも15年目までに完全撤廃することに合意

した。このうち政府の許可制であることが

問題視されていた輸入ライセンス制度は，

ＮＡＦＴＡの発効と同時の94年１月に即時撤

廃された。この中には，家きん肉や乳製品

が含まれているが，これらの品目について

も輸入ライセンス制度を廃止して関税割当

制度に移管して，２次関税を10年目ないし

15年目で廃止することになった。

また，メキシコは，牛肉の輸入に対して

20％（生鮮および冷蔵）ないし25％（冷凍）の

関税を課していたが，94年１月のＮＡＦＴＡ

発効と同時にこれを撤廃している。さらに，

生体の牛に課していた 1 5％の関税も

ＮＡＦＴＡ発効とともに即時撤廃した。

その他の二国間協定では例外品目が設け

られた。共通しているのが乳製品と家きん

肉である。特に問題なのが乳製品である。

カナダは，ＷＴＯ協定では乳製品等の輸入

に対して関税割当制度を導入し，割当枠を

超える輸入に対しては高い２次関税を課す

ことにしたが，これをＮＡＦＴＡ加盟国にも

適用している。

関税割当外の輸入に課す関税相当量は，

初年度の95年度はチェダーチーズ289％，

バター351％，鶏肉280％とかなり高くなっ

ている。低い関税率の関税割当の数量は，

ＷＴＯ協定とＮＡＦＴＡの取り決めのうち大

きい方を適用することになっている。また，

アメリカも乳製品の輸入に対しては関税割

当を適用することとし，割当枠を超える輸

入に対しては，100％近い関税を課してい

る。家きん肉も例外品目の対象となってい

る。たとえば，カナダの場合，生乳生産と

同様に供給管理政策下にあり，ＷＴＯ協定

に基づく関税割当が設定されている。

これに対して，牛肉や豚肉，および生体

の牛や豚に関しては，メキシコだけでなく

カナダやアメリカも関税をほぼ撤廃してい

る。たとえば，先述したように，アメリカ

とカナダ間では，89年に発効した米加自由

貿易協定を包含しているため，乳製品，家

きん肉，卵などの例外品目を除いた農畜産

物については，98年までの10年間で撤廃す

ることが定められた。

カナダは，ＷＴＯ協定の中で食肉輸入法

を撤廃のうえ関税化し，牛肉については製

品重量ベースで76,409トンの関税割当枠を

設定した。枠内の関税は無税で，関税割当

数量を超える牛肉の輸入については30％程

度の２次税率が適用されるがＮＡＦＴＡ加盟

国には適用されない。この点はアメリカも

同様である。やはり食肉輸入法を関税化し

て，関税割当制度に移管したが，ＮＡＦＴＡ

締結国に対する措置は適用されず無税とな

っている。

生体の家畜，牛肉，豚肉の関税撤廃は，

予想以上のスピードで進み，93年にはすで

に無税となった。このような関税の撤廃が，
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第3表　主な畜産物のNAFTAにおける取り決め�

ア
メ
リ
カ�

カ
ナ
ダ�

牛肉� 豚肉�

WTO協定�

・食肉輸入法を関税化�
・６９６，６２１トンの関税割当枠を
設定�
・割当枠内の関税は,輸入の大
半を占める加工用牛肉と半
丸枝肉が４．４セント/ｋｇ,高級
部分肉が４％,加工済み牛肉
が１０％�
・割当枠を超える輸入に対す
る２次関税率を３１．１％と設定
して,２０００年まで２６．４％（１５
％の削減）まで下げる。�

NAFTA合意�

・カナダとメキシコは関税割当
枠の適用外で輸入数量は適
用されない。�
・カナダに関しては,米加自由
貿易協定を前倒しで達成し
ており無税�
・メキシコに関してはNAFTA
発足と同時に無税�

WTO協定�

・関税化対象品目ではない。�
・枝肉は無税�
・加工（部分）肉の関税を２．２セ
ント/ｋｇから２０００年には１．４
セントまで引き下げる（３６％
の削減率）�
�

NAFTA合意�

・加工（部分）肉の関税も無税�
・メキシコに対しては即時撤廃
（ただし,豚コレラ汚染地域から
の輸入は調理し,密封したもの
に限定される。）�

・食肉輸入法を関税化�
・７６，４０９トンの関税割当枠を
設定�
・割当枠内の関税は無税�
・割当枠を超える輸入につい
ては,関税率３０％程度�

･アメリカとメキシコは関税割
当枠の対象外で輸入数量は
適用されない。�
・アメリカに関しては,米加自由
貿易協定を前倒しで達成し
ており無税�
・メキシコに関してはNAFTA
発足と同時に無税�

･関税化品目でないため関税
割当の対象外で,関税は無税�

・アメリカに関しては,米加自由
貿易協定を前倒しで達成し
ており無税�
・メキシコに関してはNAFTA
発足と同時に無税�

メ
キ
シ
コ�

・９２年に生鮮と内臓について
関税を０→２０％に,冷凍に関
しては２５％に関税を引き上
げた。�

・ＮＡＦＴＡ発足と同時に,アメリ
カとカナダに対しては無税�
・内臓については１０年間で撤
廃（アメリカ）�

・セーフガード（６８，５００トン）で,
毎年３％拡大する。�
・関税率２０％�

・関税割当枠によるセーフガ
ードは２００３年に失効�
・１０年で関税撤廃�

牛（生体）� 豚（生体）�

ア
メ
リ
カ�

カ
ナ
ダ�

・純粋種生育用及び酪農用は
無税�
・その他は２．２セント/ｋｇ�

・カナダに対しては９３年まで
に撤廃�
・メキシコに対してはＮＡＦＴＡ
発効時に即時撤廃�

無税（相殺関税を除く）� 同左�

・純粋種生育用及び酪農用は
無税�
・その他は２．２セント/ｋｇ�

・アメリカに対しては９３年まで
に撤廃�
・メキシコに対してはＮＡＦＴＡ
発効時に即時撤廃�

無税� 同左�

メ
キ
シ
コ�

・９２年に関税を０～１５％に引
上げ（生育用以外）�

・アメリカ,カナダの双方に対し
て関税を撤廃�

・純粋種以外の豚については
２０％の関税�
・関税割当制度の導入（３７万頭,
毎年３％拡大）�
・２次関税率は最恵国関税とＮ
ＡＦＴＡ以前の関税水準の低
い方を適用�

・関税については,ＮＡＦＴＡに
基づいて２００３年に失効�
・関税割当によるセーフガード
も同年失効�

資料　本郷秀毅・藤野哲也（１９９８）,ＪＥＴＲＯ（２００３）,ＵＳＤＡ「ＮＡＦＴＡ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ」より作成 �

家きん肉� 乳製品�

ア
メ
リ
カ�

カ
ナ
ダ�

・部分肉�
  ２２→１７．６セント/ｋｇ�
・分割しない鶏肉�
  １１．１→８．８セント/ｋｇ�
・家きん肉については２０００年
までに２０％削減�
�
�

・メキシコに対しては即時無税
（ただし,すべての家きん肉製品
は調理し,密封しなければならな
い）�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�

・農業調整法２２条に基づく輸
入規制措置（ウエーバー）を
関税化し,２次関税率を設定
（２０００年までに１５％削減,主な
品目は以下の通り）�
・脱脂粉乳　１０１．８→ ８６．５セント/ｋｇ�
・バター　１８１．３→１５４．１セント/ｋｇ�
・チーズ　１４４．３→１２２．７セント/ｋｇ�

･メキシコに対しては,割当枠
を毎年３％拡大し,２００３年に
は撤廃された。�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�

･輸入割当制度を関税化�
・鶏肉（及びその調整品）の関税
割当枠は,ＮＡＦＴＡの規定（当
該年の前年の国内生産量の７．５％）
と,ＷＴＯ協定で定められた
３９，８４３トンの大きい数量�
・関税割当内の関税率は５％,
割当枠を超える数量に対す
る２次関税率は２４９％�

･アメリカとメキシコ両国に対
してWTO協定を適用�

・関税割当制度を導入し,３００
％前後（チーズ２８９％,バター
３５１．４％,脱脂粉乳２３７．２％など）
の２次関税率を課す。�
・ただし,乳製品が５０％未満の
調整品については割当制度
の対象外�

･アメリカ,メキシコの双方に
対して例外品目であるため
ＷＴＯ協定を適用�
�

メ
キ
シ
コ�

･輸入ライセンスを関税化�
・割当枠は毎年３％拡大し,２次
関税率は１３３～２６０％の関税
を適用�

･アメリカに対しては,１０年目
の２００３年に撤廃�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�

･輸入ライセンスから割当制度
に移行�
・粉乳と主なチーズ製品２次関
税率は,１３９％を下回らない
ようにする。�

･アメリカに対しては,１０年ま
たは１５年で割当枠を撤廃�
・カナダに対してはＷＴＯ協定
を適用�



した。
（注13）

長官はアメリカの豚輸出業者につい

て，アンチダンピング調査を開始した。結

局，この要請を認め，99年１月31日にアメ

リカから輸入される豚に「代償」関税を課

すことを決定した。

関税の撤廃による影響とともに近年注目

されているのが検疫である。現在，メキシ

コからアメリカへの鶏肉輸出については，

検疫・検査を行うＵＳＤＡの動植物検疫局

（ＡＰＨＩＳ）と食品安全検査局（ＦＳＩＳ）に

より，防疫上（ニューカッスル病など）の

理由から加工済みの鶏肉のみが認められて

いる。

その際には，この２州から搬出され，ニ

ューカッスル病に感染していないことを文

書で示さなければならない。
（注14）

なお，00年に

はシナロア州およびソノラ州については，

アメリカから成鳥を輸入して，メキシコ国

内でと畜・加工してアメリカに再輸出する

ことが認められた。

これは豚も同様で，アメリカはこれまで

メキシコを豚コレラ清浄国として認定して

いなかったため，同国からの豚肉輸入を禁

止してきた。しかし，その後ＮＡＦＴＡおよ

びＷＴＯ協定に基づき輸出許可を求めるメ

キシコ政府からの要請を受け検討した結

果，ソノラ州からの豚肉に限って輸入を認

めることとした。その場合でも，ＵＳＤＡ

は，同州から輸入することのできる豚肉は

同州で肥育，と畜されたもので，豚コレラ

感染の危険性が高い他の地域の豚と接触し

ておらず，また同州から搬出されたことを

証明するメキシコ政府の証明書の添付を義
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前節の分析で明らかとなった貿易構造の変

化の要因になっているといえる。

（３） ＮＡＦＴＡにおける貿易紛争

ＮＡＦＴＡによって最も大きな影響を受け

たのはメキシコであろう。特に，対アメリ

カ貿易ではすべての品目において関税を撤

廃していることもあり，対アメリカ貿易は

大幅な赤字となっている。

市場アクセスについては，03年１月１日

に約400品目（ＨＳ８けた分類）の関税が撤

廃されたことで，有税品目はわずか31品目

となり，農業団体は，特にアメリカからの

輸入増加を受けて，ＮＡＦＴＡの農業分野に

関して再交渉を主張するほど危機感を抱い

ている。メキシコ政府も農業団体の主張を

無視することができなくなり，農業団体と

交渉を行い，ＮＡＦＴＡの農業分野がメキシ

コ農業に与える影響について評価を実施す

ることを確約せざるをえない状況に追い込

まれた。

また，家きん肉の関税措置の取り扱いに

ついては，03年１月からメキシコ政府はア

メリカ産家きん肉に対する関税措置（関税

割当制度）を撤廃する予定であったが，同

年１月22日に６か月間の暫定的なセーフガ

ード措置を講ずると発表し，その後アメリ

カの同意を得て７月25日付けで正式に発動

することになった。
（注12）

さらに，98年にメキシコ豚肉生産者会議

は，アメリカ産の生体豚が不当な安値でメ

キシコに輸出されているとして，通商産業

振興長官に対しダンピング調査を要請



務付けている。
（注15）

ここでは触れなかったが，アメリカとカ

ナダの間にも様々な係争があり，生産者を

中心に各国に不満が渦巻いている。パッカ

ーの直接投資に代表されるように，企業の

海外投資の環境が整備され，活発な投資活

動が展開されているのとは対照的である。

（注12）ＮＡＦＴＡ第８章（緊急措置）第801条（２
国間措置）に基づき要請がなされた。

・今回の暫定的なセーフガードの発動対象品目は
アメリカ産家きん肉のうち，もも肉のみとする
（その他のアメリカ産家きん肉に対する関税は撤
廃される）。

・2003年枠として10万トンの無税枠を設けるが，
この間に５万トンを超えて行われた輸入に対し
ては，98.8％の関税を賦課する。この税率は
2004年から５分の１ずつ漸次引き下げ，2008年
には完全に撤廃することになった。

・今回合意された無税枠の10万トンは，年間１％
ずつ拡大する。Food & Agriculture，JETRO，
2003年８月４日（2449号），４～５頁。

（注13）JETRO（2003），11頁。なお，ＮＡＦＴＡ
締結国は，アンチダンピング税や相殺関税関連
の国内法を保持することができる。また，他の
締結国アンチダンピング税および相殺関税に関
する最終決定について，２国間パネルの審査を
請求することができる。ＮＡＦＴＡ協定には，ア
ンチダンピングであると判断するための基準や
統一した手続きや，相殺関税を設定するタイミ
ングとその手続きに関する規定がない。ＵＳＤＡ
（2002）,p.7.

（注14）ＵＳＤＡ（2000）,p.16.
（注15）ＵＳＤＡ（2000）,p.13.

最後にこれまでの分析をまとめておこ

う。ＮＡＦＴＡの影響もあり，アメリカ，カ

ナダ，メキシコ間の貿易は拡大し，各国の

農畜産物貿易全体に占める比率も高くなっ

ている。それだけ域内の貿易関係が緊密化

していることを示している。

しかしながら，その構造は，カナダから

アメリカ，メキシコと一方的に流れるとい

う構造となっている。近年貿易のように

ＮＡＦＴＡ本来の目的である関税の撤廃が進

んだ品目で，増加が著しい牛肉と豚肉の取

引においては，最後に日本（牛肉では韓国

も含む）という輸出市場が存在してはじめ

て完結する図式となっている。ただし，カ

ナダとアメリカのＢＳＥ発生を受けてこの

ような状況は大きく変化するものと予想さ

れるだけに，今後の状況変化に注目する必

要がある。

また，アメリカにおけるＢＳＥ発生で注

目されているのが家畜の生体での取引の増

加である。畜産をめぐる問題をアメリカの

国内問題としてのみとらえることはもはや

不可能で，北米全体を分析の対象としなけ

ればならない。

このような貿易の変化を促した要因の一

つがＮＡＦＴＡである。ＮＡＦＴＡは，一定の

移行期間内に関税を撤廃することを主な目

的の一つとした地域協定であるが，品目に

よって取り決めが異なっている。たとえば，

牛肉や豚肉については，その生体での取引

も含め関税は発効の時点でほぼ撤廃され，

メキシコの通貨危機を契機とする経済状況

の変化によって一時的に影響は受けたもの

の，近年貿易は急激に拡大している。ただ

し，繰り返しになるが，あくまでも先に述

べたような貿易構造を強化する方向に進ん

でいることに注意する必要がある。

なお，10年等の猶予期間を置いたのちに

関税が撤廃される品目が受ける影響につい
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４　まとめ



ては，今後の推移をみないと判断できない

が，メキシコの農業団体が示した反発は，

発効時に関税が撤廃された品目においてメ

キシコが受けた影響が同国の生産者にとっ

て極めて不利であることを示唆している。

また，カナダのアメリカ向け輸出の増加

要因として重要なのがアメリカからの直接

投資である。協定締結を受けてアメリカ系

パッカーはカナダに積極的に投資を行い，

同国の畜産業において積極的な事業展開を

行っている。豚肉や鶏肉についても，アメ

リカ系パッカーがメキシコ企業に出資する

など，投資活動は盛んである。貿易拡大の

背景にはこのような積極的な投資がある。

他方，各国間の協定には様々な例外品目

が盛り込まれ，関税撤廃の対象外とされて

いる。特に，日本の米に相当する基幹品目

といえる乳製品に関しては，カナダもアメ

リカもその手厚い国内保護を守るために，

そろって乳製品を例外品目としている。

このような品目間の相違は，各国がその

自然的かつ歴史的条件の枠内で独自の農業

政策を展開しているからで，協定国間で急

に関税を撤廃することは非常に困難である

ことを示している。それだけに，対アメリ

カ交渉において例外品目を設けなかったメ

キシコにおいて，協定の内容を見直す動き

が出ていることは注目される。また，関税

を撤廃した品目についても紛争が発生して

いる。つまり，互いの農業政策をある程度

尊重しながら，例外品目を設けて妥協を行

ってきたことこそが協定締結のためには必

要不可欠な手法なのである。自由化すべき

領域設定と例外品目の選定は間違いなく交

渉の重要な要素となっている。
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